
（仮称）竹ノ塚駅東口地区第一種市街地再開発事業に関する基本協定書 

 

足立区（以下「甲」という。）、独立行政法人都市再生機構（以下「乙」という。）及び東

武鉄道株式会社（以下「丙」という。）は、（仮称）竹ノ塚駅東口地区第一種市街地再開発事

業（以下「本事業」という。）の施行に関して、次のとおり基本協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、本事業における甲、乙及び丙の協力及び相互の役割分担等を明確にする

とともに、竹ノ塚駅周辺地区で目指す将来像「にぎわい・安心・豊かなみどりでつくる人

が主役の竹の塚」の実現に寄与するために、公益機能、商業機能及び住宅機能が調和した

良好な駅前環境を形成し、安全性、快適性及び利便性の向上に資する土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新を図るために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 本協定において用いられる用語の定義は、都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号。

以下「法」という。）及び次の各号に定めるもののほか本協定中に別途定義されるところ

による。 

一 施行地区 法第 58 条第 3 項において準用する法第７条の 11 の規定により定める本

事業を施行する土地の区域をいう。 

二 関係権利者 本事業の施行地区内の宅地、借地権若しくは権限に基づき建築物を有

する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者をいう。 

三 施設建築物 本事業により建築を予定する別紙２記載の施設建築物をいう。 

四 駅前広場 本事業にて一体的な整備を予定する竹ノ塚駅東口交通広場をいう。 

 

（本事業の概要） 

第３条 本事業は、法に基づく第一種市街地再開発事業として施行することを予定し、概要

は、次の各号の内容を予定する。 

一 施行地区の位置及び面積 別紙１のとおり 

二 建物計画案 別紙２のとおり 

三 事業スケジュール案 別紙３のとおり 

 

（本事業の施行者） 

第４条 甲及び丙は、乙が本事業の施行予定者となることに同意する。 

 

（基本方針） 



第５条 本事業は、甲の定める基本計画、都市計画マスタープラン及び地区環境整備計画、

竹の塚エリアデザインまちづくりの基本的な考え方、竹ノ塚駅周辺地区まちづくり構想、

竹ノ塚駅周辺地区（駅周辺エリア）地区まちづくり計画、並びに東京都の定める都市再開

発の方針等に基づき、次の各号に定める事項を基本方針として定めるものとする。 

一 東西一体となる竹ノ塚駅前に、地域の活動の場・拠点となり、多様な世代がふれあい、

つながる公益機能の整備を推進すること。 

二 公益・商業・住宅機能等の複合的な土地利用、竹ノ塚駅前にふさわしい都市景観計画

の形成及び周辺と調和の取れたにぎわいの創出を誘導すること。 

三 施行地区内の高経年化した建物の更新を図るとともに、交通結節点としての機能拡

充を図りつつ、誰もが安心かつ安全に行き交い滞留できる空間として駅前広場等の整

備を推進すること。 

四 地域の活動による交流やにぎわいが生まれ、多様な世代がふれあう、持続可能なまち

づくりの実現に向けた、エリアマネジメント活動に資する公益・商業・住宅機能等の運

営方針の検討を推進すること。 

 

（役割分担） 

第６条 甲、乙及び丙は、基本方針に基づく本事業の実現に向けて、次のとおり役割を分担

しつつ、相互に協力を図るものとする。 

２ 甲は、次の各号に定める事項を行うものとする。 

 一 本事業に係る都市計画手続き及び本事業推進に向けた関係者との調整 

二 社会資本整備総合交付金等の各種交付金制度を活用した本事業の支援 

三 乙及び丙による関係権利者との合意形成に係る支援 

四 地域の活動による交流やにぎわい形成に向けた本事業による拠点整備方針の検討、

及び竹の塚エリアの公共施設再編方針の検討 

五 甲が取得を予定している施設建築物の一部に導入する具体的な公益機能の内容及び

規模の検討 

六 法第 68 条第２項において準用する土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第 36 条第

４項に規定する土地調書及び物件調書作成に係る職員の立ち会い 

３ 乙は、次の各号に定める事項を行うものとする。 

一 本事業の事業計画及び施行規程（以下「事業計画等」という。）の策定、申請及びそ

れらの変更 

二 本事業の施行 

三 乙保有資産に係る関係権利者との合意形成 

四 本事業の施行に伴う関係機関等との協議及び調整 

五 前項第一号、第四号及び第五号に係る支援 

六 施行地区内居住者に係る居住の安定に配慮した適切な対応 



４ 丙は、次の各号に定める事項を行うものとする。 

一 本事業への協力 

二 丙保有資産に係る関係権利者との合意形成 

５ 甲及び乙は、相互に協力して、次の各号に定める事項を行うものとし、丙は必要に応じ

てこれに協力する。 

一 竹ノ塚駅を中心とした地域振興に資する東西のにぎわい軸の形成に向けた、施設建

築物、駅前広場及び周辺公共施設等の活用によるエリアマネジメント活動及び運営方

針・体制の検討 

二 前号の検討を踏まえた甲、乙及び丙が施行地区内及び周辺に保有する資産の活用に

向けた調整 

 

 （事業計画等の協議） 

第７条 乙は、本事業の事業計画等の策定又は変更に当たっては、甲及び丙との間で、あら

かじめ十分協議し、甲及び丙の同意を得るものとする。 

２ 甲は、乙による本事業の法第 58 条第 1 項に規定する事業計画等の認可の申請前に、独

立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法律第 100 号。）第 14 条第１項に規定する要請

を、乙に対して行うものとする。 

 

（本事業に必要な手続への協力） 

第８条 乙は、本事業の実施に必要な手続きを進めるものとし、甲及び丙は、当該手続きに

必要となる同意等について、協力する。 

 

（従前資産に係る調査等） 

第９条 本事業の準備又はその施行のために行う、施行地区における従前資産にかかる調

査等については、乙が実施し、甲及び丙は、当該調査等に協力するものとする。 

 

（土壌汚染、地中埋設物及び埋蔵文化財に係る費用負担） 

第１０条 施行区域内の土地において、汚染土壌（土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53

号。その後の改正を含む。）第２条第１項に規定する特定有害物質に限らず、条例等に規

定する有害物質及び油類による汚染を含む。）及び埋蔵文化財等が存することにより法令

等に基づく措置（社会慣行上必要となる措置及び従前建物その他の工作物等（地中に存す

るものを含む。）の除却等を行うために必要となる措置を含む。以下本条において同じ。）

が必要となった場合においては、本事業において対応するものとする。 

２ 施行区域内の土地において、地中埋設物が存することにより措置が必要となった場合

においては、本事業の施行にあたり支障となる範囲に限り、本事業において対応 するも

のとする。 



３ 前２項の措置に要する費用は原則本事業費に含めるものとするが、次に掲げる場合は、

当該土地の所有者が当該措置に係る費用を負担するものとする。 

 一 当該措置に係る汚染土壌が、当該土地の所有者に起因すると認められる場合（自然由

来その他汚染等の原因者が特定できない場合等を除く。） 

 二 当該措置に係る地中埋設物が、当該土地に存する建物（過去に存し、すでに撤去済の

建物を含む。）に付随する地下構造物以外の場合 

４ 施行区域内に存する建物その他の工作物等において、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、

石綿（アスベスト）等有害物質等含有物が存することにより法令等に基づく措置が必要と

なった場合は、当該建物その他の工作物等所有者が当該措置に係る費用を負担するもの

とする。 

 

（施行地区外資産の現状変更等に係る費用負担） 

第１１条 本事業の施行に伴う関係機関等からの指導により、施行地区外の甲、乙又は丙が

保有する資産について現状変更等が生じる場合の費用は、あらかじめ甲が変更内容を確

認の上、本事業費に含めるものとする。 

 

（分担金） 

第１２条 甲は、本事業の施行により甲が受ける利益に係る法第 120 条に規定する分担金

（以下「分担金」という。）の負担について、乙と誠実に協議するものとする。 

 

（負担金） 

第１２条の２ 甲は、法第 121 条に規定する公共施設管理者負担金（以下「負担金」とい

う。）として、本事業の施行により整備される公共施設の用地取得及び整備に要する費用

（既存道路の付替え相当分の用地費を除く。）を、乙に対して負担するものとする。 

 

（分担金等に係る国庫補助金等の導入） 

第１２条の３ 甲は、前２条に定める分担金及び負担金（以下、併せて「分担金等」という。）

に係る国庫補助金等の導入について、国及び東京都に対し積極的な働きかけを行うもの

とし、乙はこれに協力するものとする。 

 

（補助金） 

第１２条の４ 甲は、「足立区市街地再開発事業補助金交付要綱」（平成 27 年 3 月 30 日 26

足都都発第 3502 号）第３条に規定する補助金の交付の対象となる事業について、同要綱

第 4 条により算出した額を、補助金として乙に交付するものとする。 

 

 （各年度の分担金等の負担及び支払い） 



第１３条 甲及び乙は、第 12 条及び第 12 条の 2 に規定する分担金等について、市街地再

開発事業の都市計画決定後速やかに、分担金等に係る実施計画、費用負担方法等の詳細に

ついて別途協定（以下「分担金等全体協定」という。）を締結するものとする。 

２ 甲及び乙は、第 12 条及び第 12 条の 2 に規定する分担金等について、事業年度ごとに

実施内容及び分担金等の額を定めるものとし、これらについて、分担金等全体協定締結の

有無に拠らず別途協定を締結するものとする。 

 

 （本協定の効力） 

第１４条 本協定は、締結日から次に掲げる事由のいずれかが生じた日までの間、効力を有

するものとする。 

一 乙による法第 104 条に規定する清算が完了したこと。 

二 甲、乙及び丙の合意によって本協定を合意解約したこと。 

２ 前項の定めにかかわらず、第 15 条（履行義務違反）、第 18 条（秘密保持義務）、第 19

条（個人情報の取扱い）、第 21 条（準拠法）及び第 22 条（裁判管轄）については、本協

定の終了後も効力を有するものとする 

 

（履行義務違反） 

第１５条 甲、乙及び丙は、本協定の各条項に違反し、それにより他の締結者に損害、損失

又は費用等を発生させた場合には、速やかに当該締結者に発生した損害、損失又は費用

等を賠償するものとする。 

 

（地位の移転） 

第１６条 甲、乙及び丙は、あらかじめ他の各締結者全員の書面による合意を得ることなく、

本協定書上の地位、または本協定書に基づく権利若しくは義務に係る第三者への譲渡、承

継、担保提供その他一切の処分を行ってはならない。この場合において、各締結者は、合

理的な理由がない限り、不当に書面による承諾を留保、拒絶しないこととする。 

２ 乙及び丙は、その保有する施行地区内の従前資産、施設建築敷地若しくは施設建築物に

関する権利の全部又は一部を、第三者への譲渡、承継、担保提供その他一切の処分する場

合には、あらかじめ他の締結者と協議するものとする。 

 

（各締結者の事情による事業の脱退） 

第１７条 甲、乙及び丙は、各締結者固有の真にやむを得ない事情により本事業から脱退を

希望するときは、書面により他の締結者に申し出、他の締結者の書面による承諾を得て、

脱退するものとする。 

２ 前項の申し出により、脱退する場合も、第 15 条（履行義務違反）、第 18 条（秘密保持

義務）、第 19 条（個人情報の取扱い）、第 21 条（準拠法）及び第 22 条（裁判管轄）に関



する定めは、存続するものとする。 

 

（秘密保持義務） 

第１８条 甲、乙及び丙は、本協定の履行その他本事業に関して知り得た事項について、本

協定の目的外に利用してはならず、第三者に対して開示又は漏洩してはならない。ただ

し、事前に他の締結者の承諾を得た場合又は法令等に基づく場合は、この限りではない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１９条 甲、乙及び丙は、本協定における個人情報の取り扱いについて、次の各号のとお

り適切に取り扱うものとする。 

 一 本事業の検討及び施行により取得した個人情報及び業務の実施に関して知り得た個

人情報の漏洩、滅失及び棄損の防止等のために、それぞれ適正な管理をすること。 

 二 本事業に関する個人情報の漏洩等の事件・事故の発生若しくはそのおそれがあると

きは、直ちにその旨を互いに報告し、それぞれ適切な対応を取ること。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第２０条 甲、乙及び丙は、他の締結者に対し、次の各号の事項を確約する。 

一 各締結者は反社会的勢力ではないこと。 

二 各締結者の役員が（業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者を

いう。）反社会的勢力ではないこと。 

 三 反社会的勢力に自らの名義を利用させ、本協定を締結するものでないこと。 

四 本協定が終了するまでの間に、各締結者自ら又は第三者を利用して、本協定に関して

次の行為をしないこと 

 イ 他の締結者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

ロ 偽計又は威力を用いて他の締結者の用務を妨害し、又は信用を棄損する行為 

 

（準拠法） 

第２１条 本協定は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第２２条 本協定に起因又は関連する訴訟その他の紛争については、東京地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（協議事項） 

第２３条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙及び丙で協議

の上決定する。 



 

本協定締結の証として本書を３通作成し、甲乙丙記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

   令和８年 ６月 ９日 

 

甲 足立区 

       東京都足立区中央本町一丁目 17 番１号 

        足立区長 近藤 弥生 

 

 

     乙 独立行政法人都市再生機構 

       東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

       独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

        本部長 松村 秀弦 

 

 

       東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

        本部長 井添 清治 

 

 

丙 東武鉄道株式会社 

  東京都墨田区押上一丁目１番２号 

        常務執行役員 

        生活サービス創造本部長 岩瀬 豊 

  



別紙１ 施行地区の位置及び面積 

 

１ 施行地区の位置 

   「区域図」の赤色実線のとおり（施設建築敷地は青色破線のとおり） 

 

２ 施行地区の面積 

   約 1.3ha 

 

【区域図】 

 

 

 

  



別紙２ 建物計画案 

 

１ 施設建築敷地 

「配置図等」の青色破線のとおり 

 

２ 敷地面積 

約 5,000 ㎡ 

 

２ 施設建築物 

   階数：地下１階、地上１３階 

   延床面積：約 20,400 ㎡ 

 

３ 配置図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後の調整により変更の可能性があります。 
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別紙３ 事業スケジュール案 

 

2026年度 

令和 8年度 

2027年度 

令和 9年度 

2028年度 

令和 10年度 

2029年度 

令和 11年度 

2030年度 

令和 12年度 

2031年度 

令和 13年度 

2032年度 

令和 14年度 

2033年度 

令和 15年度 

2034年度 

令和 16年度 

2035年度 

令和 17年度 

          

※本スケジュールは本協定締結時点の予定であり、今後の本協定締結者間における検討状況、行政協議等

により変更が生じることがあります。 
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